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In Ikoma city, the project started in 2018 for the purpose of putting vacant houses on market by public-private partnership. The 
interview survey on owners (or successors) of vacant houses and agents involved in the project revealed several issues. The 
background of vacancy differs in residential area. Because the process of putting vacant houses on market also varies depending on 
locality, agents are required for specialty. Duration of vacancy is prolonged because some owners don’t fully recognize the 
shortcomings of their houses and land as properties and fail to contract. Currently, successful distribution of vacant houses depends 
on relationship between owners and agents. Furthermore, successful contract of real estate has been more affected by the change of 
owners’ value and trust in the agents than contents and situations of vacant houses. 
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１．研究の背景と目的 

 わが国では空き家が年々増え続けており、2018 年住

宅・土地統計調査（総務省）によると、全国で約850万

戸に達する。そのうち別荘等の二次的住宅、賃貸用の住

宅、売却用の住宅を除いたその他の住宅（以下、「その他

空き家」という）は約350万戸存在し、最近20年で約2

倍の増加を示す。「その他空き家」は買い手や借り手を募

集せずに、そのまま置かれている状態にあり、空き家の

４類型のうち最も懸念されている。 

 2015年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が

施行され、適切な管理が行われていない空家等の影響か

ら地域住民の生命、身体、財産を保護することがその目

的の第一として示された。地域環境に悪影響を及ぼす「特

定空家」の解消には一定の効果があったものの、その予

備軍とも言える「その他空き家」は、新築住宅が建設さ

れ続ける中で、今後も増加することが予想される。人が

住まず、管理もされない住宅が地域に増えると、まちの

活気が損なわれ、新たな住環境として選ばれにくくなる。 

 奈良県生駒市では、2018年より「特定空家」予備軍と

も言える「その他空き家」を市場流通に乗せ、空き家を

解消する取り組みを行っている。その背景は以下のとお

りである。2016年に全市域の戸建て住宅を対象とした空

き家の実態調査（以下、「2016年空き家調査」）1）が実施

され、1444戸が空き家と判定された。本調査報告書によ

ると、現地調査（外観調査）2)の対象となった空き家の８

割以上が利活用可能な状態で維持され、アンケート調査

3）の回答者の８割以上が年1回以上の維持・管理を行い、

約7割が利用したい(賃貸・売却・自己管理等)意向を示

す一方で、賃貸・売却を希望する所有者の半数以上が「買

い手(借り手)が見つからない」と回答し、「賃貸、売却を

する場合の不動産業者等の情報がほしい」という意見も

多数見られた。これを受けて、2017年に市内の空き家の

流通促進をはかる仕組みが検討され、2018年、住宅の所

有者や管理者の承諾を得た上で不動産流通を促す専門家

集団「いこま空き家流通促進プラットホーム」（以下、「プ

ラットホーム」という）が設立された。以後現在に至る

まで、「プラットホーム」と市が連携して空き家の流通を

促す取り組みを続けている。 

本研究では、まず生駒市の戸建て住宅地を類型化し

た上で、「プラットホーム」で取り扱った空き家の発生及

び長期化の要因を明らかにし、「プラットホーム」の対応

記録から、空き家が解消した物件の「プラットホーム」

での流通化プロセスを明らかにすることを目的とする。

なお、一般の不動産流通においては、所有者は相続登記



がされているなど流通にのせられる状態の物件を専門家

（事業者）に仲介依頼するが、「プラットホーム」におい

ては、市が所有者に物件の状況を知らせたうえで流通に

のせる意思があることを確認し、専門家が流通にのせる

ための前捌き 4）から支援する点が特徴である。 

戸建て住宅の空き家の発生要因に関する研究は、2010

年以降数多く存在する。全国を対象とした研究 5）、全市

など比較的大きなエリアでのデータを用い数値的に解析、

予測する研究 6）、開発住宅団地を対象とし空き家発生要

因を明らかにする研究 7）などがあるが、数値データ、ア

ンケート調査を用い全体の傾向を知る研究が主である。

本研究は空き家の所有者等への長期にわたるヒアリング

から、空き家の長期化の要因を明らかにしている点に独

自性がある。また、空き家の流通化のプロセスを明らか

にしている研究は見られない。 

 

２．生駒市の戸建て住宅地類型と空き家の分布 

（１）生駒市の概要 

 生駒市は奈良県の北西部に位置し、大阪府及び京都府

に接する（図１）。生駒山系と矢田丘陵に囲まれ、小さな

森や丘が点在するために起伏の多い複雑な地形をした都

市である。大阪府との境となる生駒山の宝山寺は、江戸

時代から商売の神様として大阪商人の信仰を集めた。 

高度経済成長期には大阪のベッドタウンとして転入

が進み、2013年のピーク時には人口 121,331人に達した

が、以後横ばいの状態が続き、2020 年 6 月 1 日現在

119,262人である。 

（２）戸建て住宅地類型 

 生駒市は、高度経済成長期以降に戸建て住宅中心の住

宅地が多く形成され（1971 年に市制施行）、近代都市計

画以前の住宅地はほとんどない。住宅地の形成時期とそ

こに建てられた住宅の特徴には関係があり、住宅地は用

途地域と照らして５つの類型に区分できる。 

 1914年に鉄道（大阪電気軌道、現在の近鉄奈良線）が

開通する以前から、谷筋に沿った平地や奈良と大阪を結

ぶ街道沿いに集落地が存在していた。江戸時代には23の

村があったと言われるが、現在は、市の北部や南部の一

部、生駒山中腹の街道沿いなど、主として市街化調整区

域に残っている。それぞれの住宅は畑や物置を有してお

り敷地は広く、いわゆる古民家や、平屋もしくは小さな

２階が載った木造家屋が一般的である。（田園集落地） 

1914 年の鉄道開通に伴い生駒駅周辺で急速に市街地

が広がるほか、戦前から戦後にかけて河川の谷筋に沿っ

た平地の集落や田畑がスプロール的に宅地化し小規模の

戸建て住宅地を形成した。用途地域は概ね第一種住居地

域である。それぞれの住宅とその敷地は、田園集落地の

それらと比べれば狭く、住宅の多くは木造２階建てであ

る。（既成市街地） 

1960年代になると、谷筋の平地に加えて山麓部あるい

は斜面地にもスプロール状に戸建て住宅地が開発された。

開発許可を要しない「ミニ開発」によるものも多く、細

街路に接するもの、擁壁上に立つものも少なくない。用

途地域は概ね第一種低層住居専用地域である。比較的小

さな敷地いっぱいに建つ木造２階建てが多く、前面道路

から２階にアプローチする「吉野建て」も斜面地ではし

ばしば見られる。（山麓部戸建て住宅地） 

1970年代・80年代になると、各地で大規模な開発が進

み、人口は急増した。本論文では、概ね５ha以上の計画

的に開発された戸建て住宅地を「ニュータウン」と定義

し、土地・建設産業局の提供する全国のニュータウンリ

ストにある住宅団地を含むものとする。用途地域はセン

ター地区である商店街区を除いて第一種低層住居専用地

域である。一区画 60 坪を超えるほどの敷地に主として

木造あるいは軽量鉄骨造の２階建てが建っている。（ニュ

ータウン） 

1970 年 12月に「市街化区域」と「市街化調整区域」

の区分、すなわち「線引き」が行われ、「線引き」後の経

過措置として土地権利者の建築が可能とされた５年間、

生駒山の中腹などに造成された別荘地（市街化調整区域）

に個人の別荘や企業の保養所が建てられた。意匠に凝っ

た建物が森の中の斜面地に建つが、森や道が適切に管理

されず、建物に人が住まないまま荒廃してしまったもの

も時折見られる。（別荘地） 

以降も中小規模の開発は続いたが、住宅地類型として

はほぼ上記に含まれ、宝山寺参道の商業地域や主要駅周
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図１ 生駒市の位置 図２ 空き家の割合 
（住宅地類型別・1444棟） 



辺の近隣商業地域など、上記に当てはまらない市街化区

域の住宅地は「その他」とする。 

（３）空き家の分布 

 2018年住宅・土地統計調査によると、生駒市の住宅総

数 51,100 戸のうち、空き家数は 5,160 戸、空き家率は

10.1%であり、全国平均 13.6%を下回っている。 

「2016 年空き家調査」によると空き家数は 1,444 戸、

市街化区域の空き家は市全数の84.6%（1221棟）、市街化

調整区域の空き家は15.4%（223棟）であり、用途地域別

に見ると、第一種低層住居専用地域が最も多く市全数の

53.2%（768棟）、次いで第一種住居地域が21.8%（315棟）

である。 

 図２は、上記の類型別の空き家の割合を見たものであ

る。ニュータウンの空き家数は441棟（30.5%）、山麓部

戸建て住宅地は 327 棟（22.6%）、既成市街地は 315 棟

（21.8%）、田園集落地及び別荘地は223棟（15.4%）であ

った。 

 

３．「いこま空き家流通促進プラットホーム」の概要 

生駒市では、「2016 年空き家調査」で明らかになった

課題を踏まえて「生駒市空家等対策計画策定及び空き家

流通促進検討懇話会」が開催され、2018 年５月 28日、

市内の空き家の流通を促進するために、不動産、建築、

法律などの専門家による「いこま空き家流通促進プラッ

トホーム」が設立され、2020年４月１日時点で８団体55

事業者 8)が登録している。プラットホームでの取り扱い

のフローを図３に示す。 

物件の取り扱いの初動は、市職員が所有者などに空き

家の流通に関する意向確認を行うことであり、市が所有

者などへ直接連絡する場合と、所有者などが自ら市へ相

談に来る場合がある。前者については、「2016 年空き家

調査」で既に活用意向を確認済みのもののうち空き家期

間の長いものを優先している。自身は「特段困っていな

い」、「どうしたらいいか分からない」相談者も存在する

が、市職員がヒアリングする過程で活用意向を確認して

いる。市へ相談される物件の情報は、その物件の所有者

など（以下、「相談者」という）から外部提供の同意を得

たうえで、必要な範囲内でプラットホームへ提供される。 

市職員は、プラットホームで取り扱う各物件のカルテ

を作成する。その内容は、建物の基本情報（住所、面積、

築年数等）、現況など対象物件の概要に加えて、相談者の

物件取得経緯や懸念事項、活用意向が記され、登記事項

証明書や建築確認概要書等の資料が添付される。カルテ

をもとに宅建士や建築士、司法書士などが定期的に集ま

り、物件ごとに流通を妨げる要因を特定し、支援方針、

支援業種を決定する。すなわち、プラットホームに専門

家が集い、流通促進に向けた具体的な支援をワンストッ

プで行っている。その結果、最初から一人の専門家で対

応する場合もあれば、複数業種の専門家で対応する場合

表１ プラットホームで取り扱った物件（受付順） 

図３ プラットホームにおける物件の取り扱いフロー 
（数字は2018/5/28〜2020/3/31に取り扱った59件の経緯を示す） 

 



もあるが、相談者の事情に合わせて長く寄り添うケース

が多く見られる。毎月の対応記録は報告シートにまとめ

られ、プラットホームで共有される。9) 

なお、プラットホームの設立後、2020年３月までの１

年10ヶ月の間に取り扱った物件は59件であり、そのう

ち21件が売買あるいは賃貸借契約に至っている。 

 

４．空き家の発生と長期化のメカニズム 

（１）プラットホーム で取

り扱った物件の概要 

 プラットホームで取り扱

った空き家の住宅地類型別

割合を図４に示す。ニュー

タウンの空き家数は11件、

山麓部戸建て住宅地は 14

棟、既成市街地は17件、田

園集落地及び別荘地は 12

件で、図２と比較すると、

ニュータウンの割合が少なく、既成市街地での扱い数が

多くなっている。59件の主たるデータを表１に示す。 

（２）空き家発生と長期化の要因（住宅地類型別） 

プラットホームで取り扱った 59 件の空き家の発生理

由と空き家状態の長期化の要因について、カルテの記載

内容（プラットホーム利用開始時の相談者へのヒアリン

グ結果を含む）をもとに、２（２）の戸建て住宅地類型

別に記す。（表２） 

①  ニュータウン（11件） 

11件の築年数はいずれも 30 年を超え、そのうち５件

が完了検査済証を取得している。敷地面積は平均275.0m2、

延床面積は平均 144.1m2 である。単独所有が８件で共有

が３件、そのうち相談者が登記上の所有者である場合が

10件ある。空き家の発生理由は転居８件に対し、死亡・

入院・入所（以下、「死亡等」という）２件と少ない。相

談者の居住地は、大阪・兵庫・京都（７件）、市内居住（２

件）、県内居住（２件）である。空き家期間は平均 11.6

年と、「田園集落地及び別荘地」に次いで長い。管理頻度

は「年１回〜数回」もしくは「管理していない」が10件

である。空き家状態継続理由は、経済的に困ってない（８

件）、価格感が合わない（安く売りたくない）（５件）、愛

着が強い(４件)などがあった。 

② 山麓部戸建て住宅地(14件) 

12件の築年数が40年を超え、同じく12件が完了検査

済証を取得していない。うち５件は建築基準法上の道路

に接していない。建物の外観上、著しい老朽化が見られ

るものも５件ある。敷地面積は平均 175.3m2、延床面積は

平均 97.4m2である。単独所有が８件、共有が６件であっ

た。相続未登記が６件、空き家の発生理由は転居等（７

件）、死亡等（６件）、相談者の居住地は、大阪・兵庫・

京都（６件）、市内（５件）、県内（２件）である。空き

家期間は５年以下が８件、平均 6.2年と、５類型で最も

短いものの、管理頻度では「管理していない」が８件と

最も多い。空き家状態継続理由は、価格感が合わない（３

件）、所有者の判断能力に不安（２件）、相続人間の不仲・

遠慮（２件）などがあった。 

③ 既成市街地(17件) 

16件の築年数が30年を超え、同じく16件が完了検査

済証を取得していない。うち６件は建築基準法上の道路

に接していない。３件は戸建て住宅を長屋として申請す

るなど申請図面と現物が異なっている。敷地面積は平均

352.2m2、延床面積は平均 99.1m2である。単独所有８件に

対して共有が９件と、５類型で唯一共有の方が多い。相

続未登記は４件、空き家の発生理由は転居（７件）より

も、死亡等（10件）が多い。登記上の所有者からの利用

申込が11件あり、相談者の居住地は市内（５件）、県内

（３件）、大阪・兵庫・京都（８件）である。空き家期間

は５年以下が10件、平均 6.9年と、５類型では「山麓部

戸建て住宅地」に次いで短い。管理頻度では年１回〜数

回が６件(50%)と最も多く、空き家状態継続理由は、経済

的に困ってない（４件）、価格感が合わない（４件）など

があった。 

④ 田園集落地及び別荘地(12件) 

築年数が全て40年を超え、うち５件が50年を超える。

11件が完了検査済証を取得していない。市街化調整区域

に立地し、再建築不可は７件ある。老朽化が７件、草木

ニュータウン, 

11, 19%

山麓部戸建て

住宅地, 

14, 24%
既成市街地, 

17, 29%

田園集落地•

別荘地, 

12, 20%

その他,

5, 8%

図４ 空き家の割合 
(住宅地類型別・プラットホーム

で取り扱った59件) 

表２ プラットホームで取り扱った物件（住宅地類型別集計） 

 



繁茂が６件、さらには建物未登記が３件など、物件自体

が抱える問題は重い。敷地面積は平均 634.2m2、延床面積

は平均 88.8m2 である。単独所有と共有が６件で等しく、

相続未登記は５件と多い。空き家の発生理由は死亡等（７

件）、不使用（４件）の順である。登記上の所有者からの

利用申込は７件あり、所有者の居住地は市内（３件）、県

内（５件）、大阪・兵庫・京都（４件）である。空き家期

間は21年以上が４件、平均 16.5年と、５類型で最も長

い。管理頻度では「管理していない」が３件あり、空き

家状態継続理由は、経済的に困ってない（４件）、業者へ

の不安・不信（３件）などがあった。 

⑤ その他(宝山寺参道沿い、幹線道路沿い)（５件） 

宝山寺参道沿い２件、幹線道路沿い３件は、①〜④の

類型に当てはまらないため、その他に分類した。参道沿

いの２件は商業地域にあり、階段状の道路に接している。

築年数は30年を超え、老朽化が見られる。幹線道路沿い

の３件は市街化区域２件、市街化調整区域１件で、２件

は幹線道路にある店舗等兼用住宅のため住宅用途だけで

の利用は想定しづらい。空き家の発生理由は様々であり、

継続理由は、経済的に困ってないものが４件あった。 

（３）まとめ 

（２）で示したように、住宅地類型によって空き家の

発生理由は異なる。①ニュータウンでは、物件及び権利

面の状況が比較的整っていて、転居により空き家となっ

たものが多いが、②山麓部戸建て住宅地、③既成市街地、

④田園集落地及び別荘地では、死亡等により空き家とな

り、物件及び権利面で流通しづらいものが多い。④では

「不使用」の空き家も多い。 

また、空き家の発生理由によらず、空き家状態の長期

化が起きている。空き家期間は④、①の順に長く、両者

で物件の状態は大きく異なるが、「経済的に困ってない」

などの相談者の心情や、空き家がほとんど管理されてい

ない点は共通している。 

 

５．空き家の流通化プロセス 

（１）流通化プロセスの概要（59件）（図３） 

 市は、所有者の同意が取れた 59 件をプラットホーム

に提供した。この時点から支援期間が始まる。その後、

専門家が相談者に寄り添い、物件の買い手、借り手を探

すための前捌きを行い、流通化を目指す。12件は相談者

からの申し出により、前捌きの時点で白紙終了している。

47件については、専門家が相談者に寄り添い、物件管理

や価格交渉などを行いながら、買い手、借り手を探す。

この期間を流通支援期間という。2020 年３月末で 21件

が成約し終了しており、２件は相談者からの申し出によ

り白紙終了、24件は継続中である。なお、白紙終了の14

件中 12 件は流通化プロセスにのっていないこと、継続

中の24件中13件は１年未満であることから、流通化プ

ロセスの分析は成約物件に限定する。 

 

敷地 建物 心情他

1 ニュータウン 凝った間取り
困ってない

価格感
価格の説得（バブル期購入）、家財の撤去依頼

困ってない、安値で売りたくない

→価格を受け入れる、すっきりしたい
売買 16 16

2 ニュータウン 駐車スペース小
建物の傾き

家財多数

困ってない

愛着

建物調査→瑕疵を説明、売却・賃貸コストシミュレーション（価格の説

得）→家財の撤去依頼→解体売却を勧めた

愛着、業者不安（大手と比較）、賃貸意向、倉庫利用

→子どもに迷惑掛けないようすっきりしたい。業者信用、家財処分
売買 10 10

8 ニュータウン 草木繁茂 困ってない価格感 庭の手入れ、家財の撤去依頼
困ってない、仕事が忙しい

→庭の手入れ、家財の撤去、自ら内部改修
賃貸 8 8

37 ニュータウン 駐車スペース無
相続未登記

愛着
相続登記を促す（所有者自ら実施） 特になし 売買 6 4

40 ニュータウン
老朽化

階段アプローチ
業者不安 所有者と事業者が顔見知りで、すぐに専任媒介

業者不安

→業者信用
売買 5 5

12 山麓部 老朽化 困ってない
所有者と希望者の間に入って、DIY改修を前提とした直接賃貸借契

約に向けて協力。所有者と家賃交渉。水回り改修実施。

費用は出さないけど、ただで貸してもいい。困ってはないけど重荷

→水回り改修は折半。家賃を設定し、所有者責任を契約に明記
賃貸 7 7

29 山麓部
再建築不可

（接道なし）
老朽化 業者不安 地域に精通しており、近隣マッチング

業者不安

→業者信用
売買 9 9

34 山麓部 建物１棟未登記 業者不安（警戒）
分譲地として効率よく販売できるよう隣地を少し分筆して敷地を広

げ、建売業者に売却。3000万税控除の相談

業者警戒

→業者信用
売買 6 6

41 山麓部 階段アプローチ 所有者負担のリフォームに協力。 専門家の求めに応じてリフォーム 賃貸 9 9

7 既成市街地 駐車スペース無
価格感

業者不信（警戒）
地域に精通しており、近隣マッチング。価格の説得

警戒心あり、他社にも声掛け。価格合わず

→一旦終了→再び戻ってきて、業者信用。価格納得
売買 11 11

13 既成市街地 駐車スペース無
困ってない

価格感
価格の説得

困ってない、価格が合わない

→価格を受け入れる、すっきりしよう
売買 13 13

21 既成市街地
違法建築

（長屋申請）
困ってない 価格の説得 業者の求めに応じて値下げ 賃貸 17 17

32 既成市街地
再建築不可

（接道長さ不足）

違法建築（申請

図面と異なる）
再建築不可の理由を説明し減額交渉(価格の説得) 業者の求めに応じて値下げ 売買 12 12

39 既成市街地 階段アプローチ 相続未登記
相続登記。境界確認。売却・賃貸コストシミュレーション（価格の説

得）

事業者から様々な提案をしたが、リフォーム再販業者が買い取らず

→相談者から対応事業者へ買取打診
売買 6 6

3 別荘地
再建築不可

接道なし、崖地
老朽化 業者不信（警戒） 地域に精通しており、近隣マッチング

業者不信（かつて詐欺被害）

→業者信用
売買 3 3

9 田園集落地 老朽化
困ってない

裏に親戚
地域に精通しており、近隣マッチング

困ってない、敷地裏の親戚に遠慮→売却の動きに伴い、親戚が動き

出す→親戚との間で直接売買成立。買い手が改修
売買 7 7

17 別荘地
再建築不可

草木繁茂
業者不安（警戒） 地域に精通しており、近隣マッチング

警戒心強い。相続してしまったが、子に迷惑かけられない

→業者信用
売買 4 4

23 田園集落地
再建築不可、崖地

階段アプローチ
老朽化

後ろ向き

相続未登記

相続登記。地目変更。

再建築の可能性(属人性解除)について県と協議

初めは後ろ向き

→業者の求めに応じて諸手続きをしたり価格を下げたり協力的
売買 14 11

44 田園集落地
再建築不可

接道なし、草木繁茂
建物未登記

家財処分。草木伐採。

再建築の可能性(属人性解除)について県と協議
特になし 売買 5 5

11.8

6.6

11.8

6

7.8 7.8

支援

期間

(月)

平均 平均

流通支

援期間

(月)

9 8.6

NO 市街地分類

専門家が判断した流通阻害要因

専門家が行ったこと（抜粋） 相談者の変化
成約

内容

表３ 成約物件（19件）の流通化プロセス 



（２）成約物件の流通化プロセス（19件） 

成約に至った21件のうち「その他」を除く19件につ

いて、住宅地類型別に流通化プロセスを記す。（表３）プ

ラットホームでは専門家が物件ごとに流通阻害要因を判

断しているが、流通阻害要因を敷地・建物・（相談者の）

心情他に分類するとともに、それらの要因の解消に繋が

ったと推察される専門家の支援の仕方や支援による相談

者の心情や行動の変化を記す。 

① ニュータウン（５件） 

計画的住宅地のため、整形敷地で接道条件も良く、発

売当時の価格が、１億円を超えるものもあった。専門家

は建物の調査・価格シミュレーションを行い、相談者へ

の家財撤去（３件）、庭の手入れを依頼し、まず物件を売

れる（貸せる）形に整えている。相談者は「経済的に困

ってない」（３件）、「愛着がある」、「価格感（へのこだわ

り）」があり、希望価格を高く設定する傾向にあるが、専

門家は「駐車スペースが小さい」、「凝った間取りである」、

「建物が傾いている」といった負の要因も説明し、解体・

売却の提案も行う。相談者自身が今困っていなくても子

どもへの負担に繋がること、売るためには市場価格を受

け入れる必要があることなどを説得し、成約に至ってい

る。支援期間の平均は９ヶ月であった。 

② 山麓部戸建て住宅地(４件) 

斜面地にスプロール状に広がった住宅地であるため、

道路から階段で敷地に上がるなどアクセスしづらく、工

事費が割高になる敷地も少なくない。専門家は、「DIY改

修を前提とした直接賃貸借契約に向けての交渉」（事例

12）、「分譲地として効率よく販売できるよう隣地を分筆

して敷地を再設定」（事例 34）など、物件特性を踏まえ

た個別対応を行った。２人の相談者が「業者への不安（警

戒）」を感じていたが、流通化プロセスにおいて安心・信

頼へと変化した結果、専門家の協力のもとでリフォーム

を行った２件は賃貸物件として成約した。支援期間の平

均は7.8ヶ月であった。 

③ 既成市街地(５件) 

敷地面積に余裕がなく、駐車スペースがない物件や、

二軒長屋で建築確認を取りながら実際には１m 程度の間

隔を空けて別々に建っている物件（事例 21）、建築確認

申請上は道路に２m接しているが実際には1.8mしか接し

ていない物件（事例 32)がある。このような場合、取得

のための融資を受けることが困難となる。専門家は、こ

れらのマイナス要因を反映した価格を受け入れるように、

相談者への「価格の説得」を行っている。相談者は、「業

者への不安」（２件）、「価格感の不一致」（２件）があっ

たが、いずれも提示された価格設定を受け入れ、売買物

件として成約した。支援期間の平均は11.8ヶ月と、４類

型で最も長かった。 

④ 田園集落地・別荘地（５件） 

市街化調整区域の物件であるため、基本的には再建築

不可であるが、例外的に再建築可能なケースが存在する

10）。接道なし（２件）、崖地（２件）と敷地条件が整わな

い物件も見られた。建物の老朽化が激しい（３件）、草木

が繁茂している（２件）など建築当時の状態に戻すこと

が難しい物件は、基本的に現状のままで売り出された。

市街化調整区域の物件の事情に精通した専門家が担当し、

隣地所有者とのマッチングが成立したものが３件ある。

相談者は、「業者への不安・不信（警戒）」、「困ってない」、

「後ろ向き」などがあったが、業者を信用し、価格設定

の見直しにも応じ、いずれも売買物件として成約した。

支援期間の平均は6.6ヶ月と、４類型で最も短かった。 

（３）まとめ 

（２）で示したように、住宅地類型によって流通化の

プロセスは異なる。ニュータウンでは、物件自体に流通

阻害要因は少ないが、所有者のこだわりが強くて価格設

定も高く、専門家が空き家を持ち続けることのデメリッ

トを示し、市場に合った価格で売り出すよう説得するの

に長時間を要していた。一方、その他の住宅地では、物

件自体に流通阻害要因が多く、地域や類似物件に精通し

た専門家が買い手・借り手を想定した流通方法を提案し、

成約に至るケースが複数見られた。いずれにおいても相

談者の専門家への信頼が重要であった。 

 

６．考察 

 本研究で得られた知見からの考察を以下にまとめる。 

住宅地類型によって空き家の発生理由は異なる。ニュ

ータウンでは、憧れのマイホームとして建てたものの、

子どもの独立や身体能力の低下等により転居するケー

スがあるが、安く売却することを躊躇って家財を残した

まま貸さずに置いてある空き家が多い。山麓部戸建て住

宅地、既成市街地、田園集落地・別荘地では、元の所有

者が死亡した後、「不本意ながら空き家を相続してしま

った」、「気がつけば空き家所有者になっていた」と感じ

る所有者が多い。一方で、「経済的に困っていない」理由

で放置されるケースが住宅地類型によらず多いことを



鑑みると、個別物件が持つ課題を所有者が十分に認識し

ていない場合に、空き家状態の長期化が起きていると考

えられる。空き家状態の長期化は建物の老朽化につなが

り、さらなる長期化へと悪循環を引き起こしている。 

住宅地類型によって空き家の流通化プロセスもまた

異なる。ニュータウンの物件は専門家による権利面での

前捌きの必要が少なく、アクセスが良い、広い道路に接

している等の立地である場合、建物を解体して更地にす

れば分譲地として売却しやすいものもある。しかし、そ

うではない立地においては、所有者側で解体費用を負担

できない、家財を整理できない等の場合、不動産事業者

は積極的な販売活動になかなか入れない。その他の住宅

地では、敷地の安全性に難がある、法に適合していない

部分がある、建物の老朽化が著しいなど、一般的には買

い手が付きにくいとされるような場合に、取り扱いたが

らない不動産事業者が多い。こうした物件の所有者にと

って不動産事業者等の専門家に相談することは心情的

なハードルが高いと推察される。つまり、敷地、建物、

所有者の心情等の要因で、流通化の土俵にすら上がらな

い物件が多く存在するということである。 

プラットホームでは、住宅地類型ごとの個別課題を解

決できる専門家が相談者に寄り添うことで空き家の解

消に至っている。空き家状態が長期化し、一般の不動産

事業者が積極的に取り扱わないような物件であっても、

プラットホームの専門家側から流通支援の活動を取り

止めることはない。専門家の誠実な姿勢と（価格等の）

現実を相談者に納得させる力量、相談者の専門家に対す

る理解と歩み寄り、この両方が「成約」に大きく影響し

ている。このことから、地域の事情に応じて適切な流通

方法を選択できる専門家が地域に存在することが重要

であると考えられる。 

今後は、成約に至らなかった物件や流通支援期間が長

期化している物件を分析し、空き家の流通化におけるさ

らなる課題を抽出することが必要である。 
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註 

1)参考文献1.による。 

2)主として水道の利用情報（閉栓もしくは年間使用水量が３m3以

下）をもとに空き家調査対象を抽出し、外観調査を実施した。 

3)現地調査から空き家の可能性があると判定した建物について、

家屋課税情報等から建物の所有者（納税義務者）を特定し、特定で

きなかったものについては土地課税情報等から土地所有者を特定

し、郵送によるアンケート調査が実施された。アンケート調査結果

によると、全配布数の57.5%にあたる944件の回答が得られた。 

4)物件によっては、プラットホームに属する司法書士が、相続登記

や抵当権抹消登記、成年後見人の申立てなどが流通にのせるため

に必要であることを説明し、その手続きを支援する。 

5)参考文献2.による。 

6)参考文献3.による。 

7)参考文献4.5.6による。 

8)宅建士（２団体）、建築士、司法書士、銀行、NPO、土地家屋調査

士、建築施工事業者の８団体に属し、原則として市内に事業所を置

く55事業者が登録している。 

9)プラットホームにおける会議等に対する、市から専門家への報

酬等はない。個別の物件の調査等に要する費用は、物件の所有者と

専門家が事前に交渉し、直接支払われる。成約時の仲介手数料は宅

地建物取引業法の上限額以下としている。 

10）市街化調整区域の線引き前後で例外的に建築された物件の再

建築は、建築主の相続人などに限られることが多い（これを「属人

性」という）。建築主等のやむを得ない事情などで物件を手放す場

合に属人性解除が可能な場合があるが、役所等手続きが複雑であ

る。 

 


